
EC および EC 国民経済計算体系について 

山 下 

1 . ヨーロッパ共同体の 成立まで 

ョ 一ロ ，パ 共同体 (EC) の標準国民経済計算 

方式であ る， ョ 一ロ ， " 国民経済計算統合体系 

(SEC) について述べる 前に，本節と 次節で ョ一 

" , バを 中心とする諸国際経済機構が 生成，発 

展し ョ一 p , パ 共同体に至るまでを 概観し， 

あ わせてヨーロッパ 共同体の機構，性格につい 

て書いておくことにしたい。 

ョ一 ロップが第二次世界大戦の 荒廃の中から 

立ちあ がろうと努力を 続けていた 頃 ， 西ョ一 ロ 

ッ バ 諸国ど う しの経済的協力機構，経済同盟が 

誕生した。 1948 年に成立した ョ一 ロッ バ 経済協 

力機構 COEEC)U と 1952 年成立の ョ 一ロ ， " 石 

炭 ・鉄鋼共同体 CECSC) 勒であ る。 

ヨーロッパ経済協力機構 

1947 年 6 月 5 日， アメリカ合衆国国務長官ジ 

ョ --  、 ン ・マ -- シャル (George  CatIett  Marshall, 

1880-1959) は ， " 一 ヴァード大学にお L. 、 て 次の 

ような演説を 行なった。 すなわち， ヨーロッパ 

諸国は多額の 原料・資材を 復興のために 必要と 

しているが，それはヨーロッパの 支払能力をは 

るかに超えるものであ るから， アメリ ヵ はこれ 

1)  ョ一 p  "  "  経済協力機構，欧州経済協力機構 : 

Organization  for  E ℡。 膵 an  Econo ㎞ c  Coopera. 

tion, OEEC/Organisation  europeenne  de  co- 
operation  economique, OCDE. 

2)  ョ一 ロッ "  石炭・鉄鋼共同体，欧州石炭・ 鉄鋼 

共同体 : EuroPcan  Coal  md  SteeI  Commun れ y, 

ECSC/Communaut さ e ℡ op る lenne  du  ch 肝 bon  et 
de  l,acier, CECA. 

正 毅 

を援助する用意があ り， したがって，その 援助 

を 受け入れ側の 諸国で運用するための 協定と機 

構が必要であ る， と 。 この提案は同月中に ョ一 

ロッ バ 16 カ国の受。 ナ 入れる所となり ， ヨーロッ 

パ復興計画いわゆるマーシャル・ブラシ 鈴の戊 

立 をみた。 演説中にあ った援助受け 入れ配分機 

構として発足したのが ， ョ一 p , 』経済協力機 

構 COEEC) であ る。 1948 年 4 月 16 日のことであ 

っだ。 OEEC の第一の目的はもちろん ，マーシ 

ャル・ブランにもとづく ァメリヵ の援助を受 け 

入れることと ，それを各国間に 調整配分するこ 

とであ ったが， そのほか，加盟 16 ；国間の貿易 

量を拡大し貿易自由化を 促進すること ， 関税同 

盟を結成すること ，加盟国相互の 経済協力を進 

めることをも 目的としていた。 2, 3 年のうち 

には ， むしろ後者の 諸目的の方が 主要なものに 

なって行くのであ る。 

通商拡大，貿易自由化は ，貿易決済の 門消化 

なくしては不可能なのであ って， ヨーロッパ 支 

払 同盟 (EPW) 。 ) の 成立 ( 、 1950 年 ) もその目的に 

沿 う ものであ る。 EPU ほのちに ョ一 ロッ " 通 

貨協定 (EMA) 的 となった (1959 年 ), 

OEEC は経済生産力の 回復ばかりでなく ，加 

盟国間の貿易自由化，国際収支の 好転に相当の 

3) マーシャル・プラン : M 肛 shall plan Ⅰ plan Ma- 
rshaIl. 

の ョ一 p  。 パ 支払同盟，欧州支払同盟，欧州決済 

同盟 :European  Payment  Union, EPU/Union 
europeenne  des  paiemmts, UEP. 

5) ヨーロッパ通貨協定，欧州通貨協定 : European 

Monet 酊 y  Agreement, EMA  /Accord  monetaire 
euro ㎡ en,  AME. 
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貢献せし， その後， 加盟国数は 18 カ国のとなっ 

た。 1961 年 9 月 30 日には経済協力開発機構の 

(OECD) へと組織が改革，拡大され ， アメリカ 

とカナダが新たに 加盟したこと ， 1964 年日本も 

その一員となり ， フィンランドは 1969 年， オ一 

ストラリアが 1971 年に加盟したことは ，周知の 

通りであ るの。 

ヨーロッパ石炭・ 鉄鋼共同体 

OEEC は上に述べたような 諸目的に向かっ 

て 相当の成果をあ げ ほ したけれども ，機構の性 

格はあ くまでも，加盟国政府間の 協議機関にす 

ぎなかったので ， 目的への到達の 度合にはおの 

ずから限界があ った。 つまり， OEEC はひとつ 

0 目標や手段・ 方策を決定して ，それを加盟各 

国政府に強制する 力をもつ機関， 言 い かえる 

と，加盟各国政府から 方針，方策の 決定権 を譲 

り受けている 超国家的な機関ではなかったので 

あ るの。 

その点， 1951 年 4  月 18 日パリでフランス ， 西 

ドイツ， イタリⅠベルギコルクセンブルク ， 

オランダが設立条約 ( パリ条約 ) に署名し，各 

国の批准によって 1952 年 7 月 25 日成立したヨー 

ロッパ石炭・ 鉄鋼共同体 (ECSC) は，加盟国へ 

の 強制力を持つ 超国家的機関であ った。 

ECSC は 1950 年 5 月 9 日に， フランス覚相 口 

へ一 ル ・シューマン (Robert  Schuman,  1886 一 
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1963) が，石炭と鉄鋼の ， フランス， ドイツに 

おける生産と 加盟国間の流通を 管理する機構の 

設立を提案したことに 端を発する。 この提案は 

シューマン・プラン ") と 呼ばれ， 

a. フランス と ドイツ ( およびその他の 加盟 

国 ) における石炭と 鉄鋼の生産と 品質を管理し ， 

b. フランス， ドイツ，その 他の加盟国に 共 

通の条件で石炭と 鉄鋼を流通させ ， 

c . 共同して石炭と 鉄鋼の他国への 輸出を発 

展 させ， 

d. これらの産業における 労働者の生活条件 

の均等化と改善をほかる 

ことを目的とする ( フランス， ドイツ，その 他 

のヨーロッパ 諸国が参加する ) 機構を設立し 

ようとするものであ った。 シューマンがこのよ 

うな提案をしたことの 基底には，第一に ， ( 石炭 

と鉄鋼を主とする ) 基幹産業について 各国共通 

の目標・政策の 作成すれば， これら産業の 安定 

と成長が可能になる ，第二に，石炭産業と 鉄鋼 

産業を国際的超国家機関の 管理下におくこと 

で， ドイツとフランスの 対立 ( 新たな紛争 ) が 

避 げられる，そして 第三は，以上のように 経済 

的安定をめざして ，各国の政治的主権 を超越し 

た機関が形成されれば ， ヨーロッパの 政治的 統 

合の基礎づくりができる ， という考え方があ っ 

た。 第三のヨーロッパ 統合の思想は ， 長く深い 

歴史を有するものであ って， ヨーロッパにおけ 

る経済的な機構あ るいは同盟の 成立には，必ず 

どこかにこの 思想の影響が 見られるのであ る。 

パリ条約において ，調印した 6 カ国 ") は ，石 

炭および鉄鋼について ， 

a. 関税，輸出入課徴金，輸出入数量制限， 

等，加盟国間の 流通をさまたげる 制約を取り除 

<, 

b. 価格設定，配給・ 流通条件，輸送料，供 

給者選択に関する ，生産者側あ るいは購入者側 

10) シューマン，プラソ :Schuman Plan,/pIan 
Schuman. 

11) フランス， 西 ドイツ，イタリ コ ベルギ コ オ 
ランダ， ルクセンブルク・ 
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0 差別的慣行は 廃止する， 

c . 政府に よ る補助金，助成金は 廃止する， 

d . その他， 市場の円滑な 運行をさまたげる 

慣行を廃止する ， 

ことを約したのであ る 塔 。 ECSC の主要な機関 

を 列挙すると次の 通りであ る③。 

㈲ 最高機関 "@  ECSC の常設執行機関 

で，加盟各国政府の 任命する委員によって 構成 

され，多数決に よ る決定事項はすべての 加盟国 

に 対し拘束力を 持つ。 ( 加盟国ほ最高機関の 超 

国家性を尊重することを 約しているからであ 

る。 ) 重要事項についてはあ らかじめ諮問委員 

会切にはからなければならない。 諮問委員会 

は，石炭・鉄鋼関係の 生産者，労働者， ユーザ 

Ⅰ取扱業者の 代表から成る 委員会であ る。 

(2) 共同総会，。 @  加盟各国議会の 任命する 

代議員から成り ，最高機関を 監督する。 

(3) 閣僚理事会 ") 最高機関と加盟各国政 

府の関係を調整する 機関であ る。 加盟国政府の 

代表によって 構成される。 

㈲ 司法裁判所③ パリ条約が各国政府， 

企業，個人によって 守られているかを 裁定す 

る。 裁判官は加盟各国政府の 合意に 2 9 任命さ 

れる。 

ECSC は，条約に規定された 領域について ， 

超国家的権 限を与えられてはいだが ，実際に活 

動を行 う 過程で， 各国の主権 あ るいは国益と 

ECSC の方針に乖離がないというわげではなか 

った 。 それはたとえば ， ECSC の内部では加盟 

国の国民的利益・ 主権 を代表する機関としての 

閣僚理事会の 権 限が，規程の 上でほ最高の 決定 

機関であ る最高機関よりも 強くなる， といった 

形であ らわれだ。 は 958 年の石炭危機などほ ， 

12)  マティーセン ロ 4,  P.131]. 
13)  マティーセンⅡ， p.135J. 
14)  最高機関 : High  A 皿 hority/Haute  Autonite. 
15)  諮問委員会 :ConsuItative  Com ㎞ ttee/Cornite 

co び uItatif. 

16)  共同総会 : Common  Assembly. 
17)  閣僚理事会 :Council of  M ㎞ ste,s/Con,eil des 

mlms 廿 es. 

18)  司法裁判所 : Co ℡ t  0f  Justice   

この矛盾が顕在化した 例であ る。 ) とは言え， 

ECSC はョ 一ロ ，パの 経済的統合， さらには政 

治的統合という ，基底を流れる 思想に則して ，鉄 

鋼と石炭の安定的生産と 自由な流通を 目ざす活 

動を成功 裡に 遂行したということができる⑨。 

ヨーロッパ経済共同体， ヨーロ， パ 原子力共 

同体 

ECSC の下での ョ一 ロッ バ の経済的統合への 

歩みは著しいものがあ ったが，石炭と 鉄鋼とい 

う限られた範囲を 対象としているため ， どうし 

ても効果に限界があ る。 そこで経済全体にわた 

る共同市場，経済の 全部門にわたる 統合をめざ 

す活動が， ECSC の成立後まもない う ちから 始 

まった。 OEEC や ECSC のもとで， ヨーロッ 

パの貿易自由化，経済力の 回復，技術革新が 相 

当進んだとは 言え， まだまだ総合的な 経済力で 

はアメリカ や ソ連に劣り，原子力を 中心とする 

先端的な技術でも 米 ・ ソに 劣る部分が多かった 

ということも ，共同市場設立が 求められる大き 

な原因となったであ ろう。 

1955 年 6  月， シシ・ リ 一嵩メッシ ナ において 

ECSC に加盟する 6 カ国の外相が 会談し，共同 

市場と原子力共同体の 創設，その他の 基本方針 

( メッシナ決議 ) をまとめたのであ った。 ここ 

で   ， ベルギ一のスパー @@ (Paul ・ Henri@ Spaak ， 

1899-1972) を委員長とする 専門委員会がつくら 

れ，共同市場，関税同盟，核エネルギー 資源の 

プール制，等の 具体的方法を 検討することにな 

った。 その成果は， 1955 年 9 月に中間報告， 

1956 年 4 月にはブラッセルで 最終報告 ( スバー 

ク 報告 ) として発表される。 その後の ECSC6 
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ラ トム )") の 設立を定めた 二つの条約， いわゆ 

るローマ条約物 が 調印されるに 至り， 1958 年 1 

月から新たに 二つの共同体が 活動を開始したの 

であ る ") 。 

二つの共同体のうちでは ， EEC が，包括する 

範囲の広さ，影響力の 大きさにおいて ，はるか 

に重要な意味を 持っているので ， こちらの方に 

ついて目的，組織，等を 要説しておこう。 

EEC は， 

a. 加盟国相互間の 関税を廃止し 

b. 同じく加盟国間の 商品の流入 ( 輸入 ), 

流出 ( 輸出 ) についての量的制限を 撤廃し 

c. その他上と同様の 効果を持っ制約を 撤廃 

し ， 

d. ョ戸 加盟国からの 輸入に対しては 共通の関 

税を課し 

e. 加盟諸国間の 労働力や資本の 自由な流通 

をさまたげる 障害を取り除く ， 

ことに よ り， 共同体全体の 調和的発展をはか 

り ，あ わせて加盟国ど う しの関係を密接にし ， 

加盟諸国の経済政策の 整合性を増進させようと 

いうものであ る。 

主要な機関として 次のものがあ る。 

① 理事会，。 ) 加盟各国 1 名の政府代表か 

ら成り，共同体のすべての 関連事項の意志決定 

機関であ る。 

(2) ( 諮問 ) 委員会，。 @  13 名から成る委員会 

で，委員は出身国の 国益にとらわれず ， EEC 全 

体の利益のために 行動することが 求められる。 

条約がとどこおりなく 履行されているか 否かを 

監視し理事会のために 理事会で決定すべき 事 

項の原案を作成し 理事会を補佐する。 

(3) 総会 狗 ( ヨーロ， ， 。 議会 ) 加盟国国会 

21)  ヨーロッパ原子力共同体，欧州原子力共同体 : 

EUo 廣 an  Ato ㎞ c  Ene,gy  C0mmunity,  EURA- 

TOM,  EAEC/Communaut る eUop る enne  de 
1, さ ne,gie  ato ㎞ que, Eu,atom, CEEA. 

22)  ローマ条約 :T,eaty  ofRome/T,a 硅 deRome. 
23)  日本経済新聞社 [5,  pp. 25 リ 7 コ による。 

24)  理事会 : councjl/conseiI   

25)  ( 諮問 ) 委員会 : con,l ㎞ ssion./com ㎞ ssion   

議員の中からえらばれる 代表によって 構成され 

る。 勧告 案 等を承認し諮問委員会の 年次報告 

等を検討する。 

(4) 司法裁判所 ")  条約の解釈および 適用 

にたずさわる。 

ローマ条約について 注目しなければならない 

ことは，諸機関のつくる 法律が，共同体の 運営 

に必要なものに 限られるとは 言え， 加盟各国 

( 場合によっては 各国民 ) を拘束する力を 持つ 

ということであ る。 これによって ，共同体各機 

関が，限定的ながら ，超国家的性格を 持つこと 

がわかるのであ る，， ) 。 

以上，三つの 共同体は当初，それぞれ 別個に 

運営のための 諸機関を持っていた。 しかしこ 

れでは無駄や 不便を伴 う ので，「統合 ョ 一ロ " 

パ 」とし ぅ 大目標のためには ，三共同体の 機関 

を一木化する 方がよいとし ぅ ことが感ぜられる 

に 至る。 これは 1960 年頃 から早くも検討が 始ま 

り， 1965 年 3 月の EEC 理事会で， 合意が成立 

した。 合意の内容は 次のようなものであ った。 

a. 三共同体の諸機関を 1966 年 1 月から統合 

する。 加盟各国は姉共同体設立条約を 改正する 

ために必要な 批准手続き等を ， 1965 年中に完了 

する。 

b. 統合共同体の 事務局はブラ ，セルに 置 

@ 

c. ECSC の最高機関， EEC, ユーラトムの 

( 諮問 ) 委員会は， EC 委員会として 統合され 

る。 ただし委員は 9 名から成り， フランス， 西 

ドイツ， イタリアは 各 2 名，ベルネックス 3 国 

は各 1 名であ る ") 。 

こうして， 統合が最終的に 完成したのは ， 

26)  総会 : assembIy/a ぶ emblee. 

27)  司法裁判所 :coUt  of  justice/CoU  de  justice   
28)  マルシャル L2,  p.239]  によれば， EEC  にお け 

る超国家性は ， ECSC  におけるものよりも 弱 
い。 ただしそれを 適用範囲の拡大がお ぎ なっ 

ている。 

29)  日本経済新聞社「 5,  p.43]. 
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Ⅱ． ヨーロッパ共同体の 機構 り 

Ⅲ EC 委員会 ( 欧州委員会 )") ローマ 条 

約や諸機関の 採択した規定，等の 連用・適用を 

監督し理事会に 政策や法規を 提案し，理事会 
の決定した規定を 実施し理事会から 与えられ 

た権 限を行使する り 。 委員は，任務遂行にあ た 

り ，いかなる政府，いかなる 機関からも影響を 

受けないし これらに対しいかなる 指示も求め 

ない。 つまり EC の利益を優先して 行動する。 

EC 委員会は政策や 法規を理事会に 発議する 

けれども，立法機関とはみなされない。 EC の 

立法機関とみなされるべきはむしろ ，理事会で 

あ る。 上記のことからすれば ，委員会は，共同 

体の執行機関というべきであ ろう。 

委員の数は， EC 発足時は 9 名であ ったが， 

周知のごとく ，その後イギリス ，アイルランド ， 

デンマー ク ，ギリシャが 加盟したので ，現在Ⅱ 

名であ る。 委員長 1 名， 副委員長 5 名となって 

いる。 委員は加盟国 1 国から 2 名までであ っ 

て ，各加盟国政府が 任命する。 

(2) 理事会 "'  EC 加盟国の各政府から 1 

老 ずっ派遣される 構成員から成る。 構成員はそ 

れぞれの国の 国益を代表すると 同時に，共同体 

機関の一員でもあ るから，そこにひとっの 役割 

がおのずから 生ずる。 つまり，各加盟国の 政策 

・方針の差異を 調整し ， ョ一 p ッ " 共同体共通 

の利益となるべき 意志決定を行 う ， ということ 

であ る。 決定の形式は ， EC 委員会の発議 ( 提 

案 ) を受けて決定を 行 う ， という形になって い 

る 。 

理事会は，規則を 作り，命令を 定め，予算や 

国際協定を決定するが ，それは (EC) 委員会 

から提出された 原案をもとにして 行 う 。 決定さ 

れたそれらの 規則，予算，等は 再び委員会に 還 

元 され，執行されるのであ る。 

理事会はまた ，共同体を構成する 国々の経済 

政策一般を調整する 任にあ たる。 諸共同体の設 

立・運営に関する 条約の条文は ，商品・労働力 

・用役・資本・ 等の流通・移動の 自由，等に関 
するものであ る。 これらの条文に 定められた事 

項を実現するための 規則作りや決定だけでは ， 

共同市場の完成は 不可能であ る。 そこで理事会 

は各国の経済政策の 差異を修正するるために 必 

要 な措置を講じ ，補完を行 ぅわ げであ る。 

(3)  ヨーロッ ソく 議会 卸 ECSC においては 

30)  ヨーロッパ共同体， 欧州共同体 : E ℡。 が an 

Communities,  E ℡。 睦 an  Community,  EC/ 
Communautes  e 皿 opeennes,  Communaute  euro- 

㎡ enne,  CE. 

31)  本節を書くに 際しては，これまでに 引用した諸 
文献のほか， T 稜 N,w  E れり， z 。 タ aedia  Brita か 

れ ica,  EncycIopaedia  Britannica  Inc.,  1980; 
Pe ど titee だノ clopedieLarousse,Libr ㎡ nieL 打 ousse, 

1976  の関連項目を 参照、 した。 
32)  マティーセン L4,  pp.  61-114,,  日本経済新聞 

社 [5,  pp. 44-57],  内田・清水 [7,  pp.  43-50] 
を参考にした。 

33) 委員会， EC 委員会，ヨーロッパ 共同体委員会     
C 。 m ㎞ 鮒 。 n, EC Com 血 ，， i 。 n, C 。 m 血 ，， i 。 n 。 f 

the EuroPeanCommun 田 es/Com ㎞ ssion, Com- 
㎞ ssion des Communautes europeennes. 

34) この中には，共同体の 予算執行，国際協定の 交 
渉，共同体域内と 共同体域外での 他機関や他国 
との交渉において 共同体を代表する ， というこ 

とが含まれる。 
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Ⅱ て 理事会の諮問に 答えること， (EC) 委員会 経済計算体系 SEC は， ヨーロッパ共同体委員 

あ るいは理事会に 質問を提出すること ， CEC)  会の下部組織たる ョ一 p ッ " 共同体統計局の 作 

委員会の活動に 同意できないときに 不信任動議 成したものであ る。 加盟各国が生産・ 流通等に 

を 採択すること 甲 ， CE0) 委員会の提出する 一 関してできるかぎり 共通の条件で ( すなわち国 

般年次報告を 討議すること ，理事会が CEC) 委 家間の差ができるかぎりなくなる よう にしなが 

員 会の 仮 予算案をもとに 作成した予算案を 討議 ら ), 経済の生産力を 高め， 究極的にはヨーロ 

し ，採択，修正，あ るいは否決すること ，司法 ッパ の統合を達成するという 思想が ， ョ一 ロッ 

裁判所 ャこ おける訴訟に 参加し，理事会あ るいは パ 共同体の根底にあ る。 したがって， この基本 

CE0) 委員会の条約違反行為に 対して司法裁判 方針に沿って 経済を運営し 経済政策を立案す 

所に訴えを起こすこと ，共同体のその 他の活動 るためには， EC 各国の経済統計もまた 共通の 

に 参加すること ，等を挙げることができる。 基準にのっとって 作成され ば げればならない。 

(4) 司法裁判所， ， )  パリ条約， p 一 ％ 条約 国民経済計算の 標準方式 SEC が作成されたの 

が ， EC の各機関，加盟各国政府，加盟各国民 も，この要求にこたえるためであ る。 

によって守られているかどうかを 裁定し， EC 

関係の法規や 条約の解釈を 行 う 。 
Ⅱ・ 国民経済計算体系 SEC 

裁判所の構成員は 9 人の裁判官であ り， 4 人 

の 法務官がこれを 補佐する，。 ' 。 独立の立場を 保 ヨーロッパ共同体の 国民経済計算の 標準方式 

持し得る者で ， 自国において 最高の司法 職に SEC 。 。 ) が 一応の完成をみたのは 1968 年，公刊さ 

つく資格を有する 者，あ るいは一般に 認められ れたのほ 1970 年のことであ る。 EC の成立が 

る 能力を右する 法律家，の中から 選ばれる。 加 1967 年，国連 新 SNA の公刊が 1968 年であ るか 

盟国政府の合意のもとに 6 年任期で任命され ら， 新 SNA  と SEC の主たる作成作業期間は 

る 。 重複している。 また SEC 作成作業は， KC 成 

訴えをおこす 主体は，共同体の 各機関や加盟 立 ょ りかなり前の 1964 年頃 から始まったと 言わ 

国政府ぼかりでなく ，共同体内の 企業や個人に れている。 1) 。 いずれにせ よ新 SNA と SEC の 

までわたっている。 作成作業を担当した 統計専門家たちは ，基本的 

思想において 一致しており ， SEC は 新 SNA の 

以上の 4 機関が ， ョ一 ロッ " 共同体の根幹を EC 版であ るとされるのが 常であ る。 

なすものであ って，次節において 紹介する国民 ここでは， ヨーロッパ共同体統計局によって 

まとめられた 刊行物 [6 コ によって， SEC の統 

合勘定体系を 見て行くことにする。 
37) もし不信任動議が 採択されれば ，委員会の委員 

は 総辞職しなければならない。 ただし，動議 採 

択 る のためには，投票総数の 。 拷の賛成を必要とす 
40) ヨーロッパ国民経済計算統合体系 :Syst と me 

e ℡ op る (en de comptes る conom ュ ques ln もる紅さ s, 
38)  司法裁判所 :CoUt  of  Ju ㎡ ce  of  the  E 接 。 ぽ an SEC/European@System@ of@Integrated@Econo@c 

Commu@ties/Cour@ de@ justice@des@ Communau ， 
土る s el エで oP る ennes   

Acc0unt,, ESA. ( 末尾文献 O ㏄ E  [6]) 
41)  Culmann  [l,  pp.  74-75],  M 飢 czewski  & 

39) ギリシャの加入により ，現在，裁判官は 10 名， Granier  [3,  p,52 コ   
法務官の増員も 検討中であ る。 「法務官」という 

用語 は ，マティーセンの 邦訳、 L4 コが ・ Advocate 
General, に対して与えている 訳語であ るが， 

「法律顧問」とする 研究者もあ る ( 岡村 尭 「私の 

EC 研究メモ」二月刊 EC ジャーナル 四 Jan., 
1981)0 
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中 間 消 費 (P20) 

国内領域における 最終消費 (P3B) 
総固定資本形成 (P21) 

在 庫 品 増 加 (P42) 
財貨・サービスの 輸出 (P50) 

財貨 ・ サービスの生産 (P10) 
財貨 ・ サービスの輸入 (P60) 

対生産物付加価値税 CR21) 
輸 入 関 連 税 純 額 CR29-R39) 

生 産 勘 定 (C  l) 
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所 得 生 成 勘 定 (C 2) 

雇 用 者 所 得 (RIO) 
・居住者たる 雇用者へ 

・非居住者たる 雇用者へ 

生 産 ・ 輸 入 関 連 税 (R20) 
・一 般 政 府 へ 

・海 外 へ 

国内総営業余剰 (N2) 

市場価格表示の 国内総生産 (N l) 

補 助 金 (R30) 

・一 般 政 府 よ り 

・海 外 よ り 

固 定 資 本 減 耗 (Al)             

国 内 純 営 業 余 剰 (N12)             

所 得 分 配 勘 定 CC 3) 

補 助 金 (R30) 国内総営業余剰 (N2) 

海外への財産所得・ 企業所得支払 (R40) 雇 用 者 所 得 (RIO) 

対 海外損害保険取引 CR50) ・居住者たる 麗圭 ょ @ 

( 他で定義されない ) 海外への 無 対価経常移転 ，海 外 よ り 

(R60) 生 産・輸 入 関 連 税 (R20) 

国 民 総 可 処 分 所 得 (N3) 海外からの財産所得・ 企業所得愛敬 (R40) 

対 海外損害保険取引 (R50) 
( 他で定義されない ) 海外からの 無 対価経常移転 

(R60) 

固 定 資 本 減 耗 CA1)           

国 民 純 可 処 分 所 得 CN13)               
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所 得 使 用 勘 定 (C4) 

国 民 最 終 消 費 (P3A) 
居住者たる組織の 対非居住者年金準備金純増 

(F911) 

国 民 総 貯 蓄 (N4) 

国民総可処分所得 (N3) 
非居住者たる 組織の対居住者年金準備金純増 

(F911) 
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総固定資本形成 (P41) 
在 庫 品 増 加 (P42) 
土地および無形資産の 純取得 (P70) 

海外への資本移転 (R70) 
資金余剰㈹または 資金不足㈲ (N5) 
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金 融 取 引 勘 定 (C 6) 

現金通貨および 通貨性預金 

そ の 他 の 預 金 

保 険 準 備 金 

短 期 有 価 証 券 

( 長 期 )  債 券 

株式その他の 持分証書 

金融資産としての 金 

特別引出梅 CSDR) 
短 期 貸 付 

中 ・ 長 期 貸 付 

対外金融資産・ 負債純増差額 

(F20) 
(F30) 
CF90) 
(F40) 
(F50) 
(F60) 
(FOO) 

(F10) 
(F70) 

(F80) 

(N6) 

 
 

資本勘定 " ランス項目と 金融取引勘定 " ラン 

ス 項目の誤差調整 (N5 一 N6) 
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海外への財貨・サービスの 輸出 (p50)  l 海外からの財貨・サービスの 輸入 (P60) 
非居住者たる 家計の国内領域における 
最終消費 (P33) 
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海外からの営業補助金・ 輸入補助金 (R30) 
海外からの財産所得・ 企業所得 (R40) 
対 海外損害保険取引 (R50) 
( 他で定義されない ) 海外からの 無 対価 
経常移転 (R60) 
非居住者たる 組織の居住者に 対する 
年金準備金純増 (F911) 
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海外への生産および 輸入関連 税 支払 CR20) 
海外への財産所得・ 企業所得支払 CR40) 
対 海外損害保険取引 (R50) 
( 他で定義されない ) 海外への 無 対価経常移転 

CR60) 
居住者たる組織の 非居住者に対する 年金 
準備金純増 (F911) 

対外経常取引の 余剰 (N7) 
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泡 @ タ 勘 定 (2) 

資 本 勘 定 (c  5) 

対外経常取引の 余剰 (N7) 海 外 へ の 資 本 移 転 (R70) 
土地および無形資産の 純取得 (P70) 資金余剰㈹または 資金不足 け (N5) 
海外からの貸本移転 (R70) 

海 ト タ 勘 定 (3) 

金 融 取 引 勘 定 (C 6) 
  

現金通貨および 通貨性預金 

そ の 他 の 預 金   
保 険 準 備 ， 金 CF90) 
短 期 有 価 証 券 (F40) 
( 長 期 )  債 券 (F50) 
株式およびその 他の持分証書 (F60) 

金融資産としての 金 (FOO) 

特別引 出 権 CSD の (F10) 
短 期 貸 付 (F70) 
中 ・ 長 期 貸 付 (F80) 
対外金融資産・ 負債純増差額 (N6) 

資本勘定 " ランス項目と 金融取引勘定，ラン 

ス 項目の誤差調整 (N  5 一 N  6) 

用 語 一 覧 

財貨・サービス 勘定 : compte  de  biens  et  se, ㎡ ces/goods  md  ㏄Ⅰ㎡ ces  account   

中間消費 : consommation  intermediaire/jntermediate  consum 血 on  . 

国内領域における 最終消費 : consommatjon  finaIe  sur  Ie  ter ㎡ oire  econo ㎡ que/f6nal  consumption  in  the 

d OmeStlc te で rltory   

総固定資本形成 : fo,mation brute de 。 apital 6Xe/ 肝 o,S RXed 。 apital ゎ， mation   

在庫品増加 : variation des st 。 。 k,/ 。 hange in stock,. 

財貨・サービスの 輸出 ( 輸入 )  : exPo 「 tations  ( ㎞㏄「 tatlon)  de  blenset  se 「 viceS/ex 四 「 ts  (lmPo 「 tS)  Of  go ㏄ s 

and se, ㎡。 e,. 

財貨・サービスの 生産 : production de biens et ser ㎡ ces/output of goods and services. 

対生産物付加価値税 : TVA  (taxe sur la vaIeur ajoutee) grevant Ies prduits/VAT (vaIue added tax) 
on  products. 

輸入関連 税純額 :impots  nets  硅 s  ゑ比 m 囚 rtation/net  taxes  田山 ed  to  irn ㏄ rts   

生産勘定 : compte  de  prduction/productjon  account. 

市場価格表示の 国内総生産 : produit  inter ね ur  brut  aux  prix  du  marche/gross  domestic  productatmarket 
prices   

固定資本減耗 : consomm"tion  de  c 、 pitaI  6Xe Ⅰ consumption  of  6Xed  c"pitaI   
国内純生産 : produit  interjeur  net/net  domestjc  キ duct, 

所得生成勘定 :compte  d,expIoitation/generation  of  income  account   

雇用者所得 : remuneration  des  sa ㎏ ies/comPensation  of  empIoyees. 

居住者 ( 非居住者 )  たる雇用者 :  saI ㎡ es  residents  Cnon  residents,)/resident  (non.resident)  empIoyees   
生産，輸入関連 税 ・ im ㏄ tsliesa  la  production  eta  lim 囚 rtatjon/taxes  Iinked  to  prdnctinn  md  im ㏄ rts   

一般政府 : adm ㎞ s 廿 ations  pubIiques/general  eoveIrnment. 

海外 : ,este  du  monde/rest  of  the  world. 

国内総 ( 純 ) 営業余剰 : excedent  brut  (net)  d,expIoitation  de  I,economie/gross  (net)  operat@ng  surplus  of 
the economy   
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補助金 :. Subventions  d,exploitation/subsidies. 
所得分配勘定 : compte  de  revenu/distribution  of  income  account. 

海外への ( 海外からの ) 財産所得，企業所得支払 ( 愛敬 ) :revenus de la                          et de                                         

au@ Cprovenant@ du)@ reste@ du@ monde/property@ and@ entrepreneurial@ income@ paid@ to@ (received@ from)@ the@ rest 
of@ the@ world   

対 海外損害保険取引 : op さ ， ations d, ぬ ， Uance-dommages avec Ie ,este du monde/accident insUance 廿 an, 

sactIons wlth the res 士 of Ⅰ he worId. 

・海外への ( カ ) らの ) 無 対価経常移転 :transfertsco ℡ antssans contrep 打 tle au (du)restedumonde/unre- 
qulted cWren 七 transfers to Cf て nom) the で es 七 0f the wo で ]ld. 

国民総 ( 純 ) 可処分所得 :, 。 venu  nationaI  brut  (net)  diSPonible/g,oss  (net)  nationaI  disPsabIe  income   

所得使用勘定 : compte  d,utiIisation  du  revenu/use  of  income  account. 
国民最終消費 : consommation  fRnale  nationaIe/f6naI  national consumPtion   

年金準備金純増 :vanization des reServes mathemat ぬ ues de retraite/change in the actu ㎡、 lreserves ぬ ， 

pensions   

国民総貯蓄 : epargne                      b,"te ノ /gross  nation"l  , 、 ㎡ ng   

資本勘定 : compte  de  capitaI/capital  account   

土地および無形 ク 資産の純取得 : acq ㎡ s 憶 ons ne は es de terrains et d,ac ㎡ sincor 円 reI,/netpu と chsesofImd 

md  intangible  assets. 

海外への ( 海外からの ) 資本移転 :transferts en capitaI au(du)restedumonde/capitaItransfers to (from) 
the  rest  of  the  wvorld. 

資金余剰 :capac ㎡ de fRnancement/netlending, f6nancial capacity. 
資金不足 '. besomnde f6nancernmt/net borrowing, f6nanciaal defRCjt. 
金融取引勘定 : compte  f6nancier/f6nanciaI  account. 

現金通貨および 通貨性預金 : num さ lraire et depots a vue transferabIes/c ℡ rency md transferable sight de. 
poslts, 

その他の預金 : au 廿 es depot, Ⅰ other d 。 ゆ由 s. 

保険準備金 :reserves techniquesd, ㎎ S   rance/ins ℡ ancetechnicalreserves. 

短期有価証券 : titres  a  court  terme/bills and  short-term  bonds   

( 長期 ) 債券 :obligations/long-term  bonds. 
株式その他の 持分証書                     e 士           P 畔 tlClPatlons/sh 酊 ea md Othe 「                     

金融資産としての 金 :or f6nancie,/f6nancial goId, 
持刀Ⅱ 弓咄権 : こ oits  de  ti,age  sp さ ciauX,  DTS/s 膵 cial  d,a ㎡ ng  ,ights,  SDR  . 

短期貸付 : ㏄ @dits a court terme/short-term loans. 

中 ・長期貸付 :credits a moyen et long terme/medium- and long-term loans. 
対外金融資産・ 負債純増差額 :solde des cr る ancesetengagements envers le reste du monde/net change 

in  血 nanCial  aSSetS  md  IiabiIitieS  Via-a- ㎡ S  the  て eSt  Of  the  WOrId. 

海 外 勘 定 
経常取引勘定 : compte  des  op さ ， ations  coUantes/ 。 ℡ rent  transactions  account   

非居住者たる 家計の国内領域における 最終消費 : consommation finaIe  s ℡ Ie  territoire  econo ㎞ que  des 

menages  non  residents/f6naI consumption  of  non-resident  househoIds  on  the  domestic  territory. 
対外経常取引の 余剰 : soIdedes  o 巌 rations  co ℡ antes  avec  le  reste  du  monde/baIance  of  c ℡ rent  transac- 

tions  嗣 th  the  rest  of  the  worId. 
資本勘定 "  ランス項目と 金融取引勘定バランス 項目の誤差調整 :. amustement  en 仕 e  Ie  solde  du  compte  de 

capital et  Ie  soIde  du  compte  f6nancier/adjustment  between  the  balancing  item  of  the  capitaI  account and 

the  baIancing  item  of  the  f6nanciaI account   

財貨・サービス 勘定 ここで国内領域とは ， 

表 1 は財貨・サービス 勘定であ る。 。 ) 。 当該国 a. 財が自由に流通し 得る地理的領域 ( すな 

民経済の国内領域に ，国内および 海外からもた わち，当該国の 国境 線 内の領域 ), 

らされる財貨・サービスの 調達と処分を 示す。 b. 当該国の税関の 管理下にあ る自由地帯， 

42)  OSCE  [6,  p.194,  p.113 c. 領空，領海，当該国が 占有権 を持っ公海 



EC および EC 国民経済計算体系について ( 山下正毅 ) (135)53 

の 大陸棚部分， 

d. 海外にあ る当該国の飛び 地 ( 大公使館， 

領事館，軍事基地，学術調査基地，等の 使用す 

る外国領土 ), 

e. 当該国の大陸棚部分の 外側の公海上にあ 

たる油田，天然ガス 鉱床，等で，当該国の 居住 

者単位によって 開発操業されているもの ， 

から， 

f. 当該国内にあ る海外の飛び 地 ( 外国大公 

使館等や国際機関，覚国軍事基地，覚国学術基 
地，の使用する 当該国領土 ) 

を 除外したものであ る 4 の。 

この勘定は，物理的財貨・サービスの 調達と 

処分を示すものであ って，国内生産額とか 国民 

生産額といった 集計 値 はここでは定義されな 

い。 同じ対象物の 調達と処分を 示すものであ る 

から，もちろん 買方 と 借方はバランスする。 ま 

だ，ここでの 取引項目の記帳 が，表 2 以下の勘 

定の記帳 と接合しないようになっており ( たと 

えば，貸方の 項目 Pl0 。 財貨・サービスの 生産， 

は，次の生産勘定でも 同じく貸方に 記入されて 

いる ), 不審に思われるかも 知れない。 実はこ 

れは，財貨・サービス 勘定では，財の 物理的実 

体の流入・流出の 方向を基準として 記帳 が行わ 

れているからであ る。 つまり，生産勘定以下の 

ような，代価・ 代金・報酬の 流れを基準とする 

記帳 てはないのであ る。 

SEC の勘定と取引項目口 ま ，コード 記 」 号 ・ 番 

君 が付せられている。 勘定には C0 から C 7 ま 

でのコード，取引項目には ， PC 財貨・サービ 

ス取引 ), R( 分配取引 ), F( 金融取引 ) という 

記号と番号がついている。 本稿にはあ らわれな 

いが，活動部門や 制度部門にもコード 記号・ 番 

号が付げられている。 

そのほか財貨・サービス 勘定で注意すべきも 

43)  OSCE  [6,  p.22].  国連 新 SNA  の定義とほとん 
ど同じであ る CU ㎡ tedNationsL8, p.232J) が ， 
海外領海，領空，を 航行，飛行する 船舶，航空 
機についての 記述が SEC @ こ はない。 

国内領域 : territoire  econo 而 que/clomestic 
te て Ⅰ 1 止 O Ⅰ V. 

のとして，付加価値税 CTVA/VAT) があ る。 こ 

れは， EC 諸国ではおなじみの 租税であ って， 

原則としてすべての 財貨，サービスに 課せられ 

る一種の売上 : 税であ る。 売上の一定割合を 税額 

とするが，何段階もの 取引を経る商品は ，取引 
の 各段階で付加価値税をおさめると 何重もの課 

税が行われることになり ，しかも取引の 後段階 

ほど高額となる。 そこで，売上に 税率を乗じた 

額から，双段階の 取引 ( 仕入れ ) に含まれてい 

る 税額を控除することになっている。 EC で、 

は， 1967 年に，加盟各国に 共通 仕 付加価値税制 

度の導入を求める 命令が採択されたけれども ， 

EC 全体に共通でないものもあ る。 たとえば， 

税率を決定する 権 限は各国政府にあ る ゅ 。 

生 産 勘 定 

国内領域の生産プロセスにおける ，中間生産 

物，最終生産物の 生産と使用に 関する取引が 記 

録される。 この生産勘定以下の 勘定では，バラ 

ンス項目として ，それぞれ何らかの 意味あ る集 

計 値 が定義されており ，まずここでは ，市場価 

格表示の国内総生産 (Nl) が得られている。 こ 

れは居住 老 ㈲たる生産単位の 全生産活動の ，単 

佳期間内における 成果を示すものであ る。 各生 

産単位 ( またはひとつの 部門 ) の単位期間内の 

市場価格表示生産額から 中間消費 ( 中間投入 ) 

を差し引いたものは ，市場価格表示総付加価 
値 ㈲であ るから，市場価格表示国内総生産は ， 

市場価格表示 " 付加価値の経済全体にわたる 合 

計に，付加価値税と 輸入関連 税純 額を加えるこ 

とによっても 得られる 弗 。 国民総生産は ， ( 市 

場価格表示 ) 国内 " 生産に，海外からの 要素 所 

44)  マティーセン L4,  p.22 Ⅱ・ 

45)  居住者あ るいは居住者単位 (unit る r さ sidente/ 
resident  unit)  とは，当該国の 国内領域におい 

て， 1 年以上にわたって 取引を遂行している 主 

体 ( 単位 )  をさす COSCE  [6,  p.22]) 。 
46)  市場価格表示総付加価値 :  vale ℡ ajoutee  brute 

aux  prix  du  marche/gross  vaIue  added  at 
market  prices. 

蛆 )  OSCE  [6,  p.l5]. 



54(136) 横浜経営研究 第 Ⅲ 巻 第 2 号 (1982) 

得 ( 雇用者所得，財産所得，企業所得 ) 受 取を 

加え，海外への 要素所得の支払を 差し引くこと 

によって得られる。 

所得生成勘定 
この勘定は分配取引を 記録し，バランス 項目 

として，国内総営業余剰 CN 2) を与えている。 

国内総営業余剰 は 国内領域における 生産単位 

が， 当該単位期間内に 生成せしめた 価値のう 

ち，雇用者所得や 生産・輸入関連税を 支払った 

あ とに得るもの ，すなわち，財産所得や 企業所 

得を含んでいろ。 固定資本減耗を 控除して得ら 

れる国内 純 営業余剰は，経済全体にわたる 財産 

所得と企業所得の 合計に相当する。 国内という 

用語でもわ； 、 る よ う に， ここには海外に 分配さ 

れるべ き 財産所得等も 含まれていることに 注意 

すべきであ る。 

所得分配勘定 
ここでは居住者あ るいは海外に 分配されるべ 

き所得が，源泉 ( 貸方 ) と処分 ( 借方 ) として 

示されている。 前の所得生成勘定で 処分側にあ 

らわれた雇用者所得 (Rlo) や生産・輸入関連 税 

(R20) が再び源泉側に 出てくるけれども ，取引 

の 内容は同じものでほない。 雇用者所得につい 

て 言 うと ， この勘定では ，前勘定記入値から 海 

外へ ( 非居住者へ ) 支払われる分が 控除され， 

海外からの ( 居住者たる雇用者の ) 受け取り分 

が 加算されているのであ る。 生産・輸入関連 税 

についても同様の 処理がなされている。 8) 。 以上 

のことから， バランス項目 (N3) は， 当該国内 

領域の居住者が 最終消費と貯蓄に 利用し得る可 

処分所得を，国民概念にもとづいて 与えようと 

するものであ ることがわかる。 

所得使用勘定 
上述のように ， この勘定には ，当該国民が 所 

得を最終消費と 貯蓄に振り分けるあ りさまが表 

示されるが，その 際，貯蓄の中に 国民概念に ょ 

48)@ OSCE@ [6 ， p ・ 12]   

る 年金準備金の 純増を含めるために ，海外から 

当該国の居住老分として 支払われる年金準備金 

を加え，海外居住者に 国内から支払われるそれ 

を控除している。 ( 年金準備金を 保有するもの 
は 必ずしも， 居住者保険機関でなくてもよい。 ) 

資 本 勘 定 

当勘定と次の 金融取引勘定は ，資産蓄積の 源 

泉調達と，その 源泉の ( 種々の資産形態への ) 

処分を示す。 両 勘定をひとっの 勘定とすること 

もできるわけだが ， ここでは，実物資産蓄積を 

表示する勘定 CC 5) と金融資産蓄積を 表示する 

勘定 CC 6) に分けて表示されている。 

資本勘定の処分 例 ( 借方 ) は，実物資産のい 
ろ いろな形態での 蓄積を示している。 右側 ( 貸 

方 ) は，実物取引の 5 々づ け をもった蓄積源泉 

の調達であ る。 すなわちここには ，財貨・サー 

ビス生産活動から 発生した ( 何処分 ) 所得の支 

出 残余分としての 国民総貯蓄と ， ( 海外から 無 

対価で供給される 開発・建設援助資金，固定資 

本の現物供与，災害援助資金，災害あ るいは戦 

災の賠償金，等の ) 海外からの資本移転 轄 とが 

含まれている。 源泉調達と処分の 差は，それが 

正 値の場合は資金余剰， 負 値を取る場合は 資金 

不足と呼ばれるのほ 周知のことであ ろう。 

金融取引勘定 
これは貸方に 金融的蓄積源泉 ( 負債あ るいは 

金融的債務 ) の調達，借方には 金融資産の蓄積 

を示す。 実際の取引においては ，調達された 金 

融的債務がかならず 金融資産として 処分される 

わけではなく ，実物資産になったり ，そのまま 

金融資産としてその 期間中は保持されたりする 

と，また負債の 増減はなくとも 実物資産が金融 

資産になったり 逆に金融資産が 実物資産に変換 

されることもあ る， といったことを 考えると， 

資本勘定と金融取引勘定を 分けることに 必然的 

な 根拠があ るわけではない。 金融取引勘定は ， 

単に，国民経済における 金融的債務と 金融資産 

49)  OSCE  [6.  p.  92]   
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の，量と 構成比の変動を 示すものと考えれば よ 

い であ ろう。 つまりこの 策セ 勘定を資金循環 表 

として見るのであ る。 

バランス項目は ，国民経済の 金融資産純増と 

負債純増の差であ るから，そのままそのように 

表示してあ るが， これは理論的には 前勘定の資 

金過不足と同じ 値を取るべきものであ る。 しか 

し，現実には 推計方法の違い ，資料の性格の 違 

い ，集計誤差，等によ って 値は 一致しない。 そ 

れで，勘定の 欄外に誤差調整のための 項目が設 

げられているのであ る。 ただし この誤差調整 

項目は勘定の 取引項目には 入れられない ( 入れ 

ると，勘定の 貸借がバランスしない ) ので，接 

合的たるべき 勘定体系のなかでは 納める場所の 

ない 日 ざわりなものであ る。 これを勘定の 中に 

はめ込むには ，資産・負債純増差額の 中にこの 

誤差調整の値を 加え， あ らためて， この誤差調 

整 額 に逆の符号をつけたもの ( 正 ・負を逆 帝 こし 

たもの ) を誤差調整項目とすれば よい のであ 

る 。 そ う すれば，金融取引勘定は ， この誤差調 

整項目を入れたければバランスしなくなる。 も 

ちろんその場合，あ との海外勘定の 金融取引勘 

定においても ， この取引項目の 符号を変えて 欄 

外から勘定内へ 移さねばならない。 金融資産・ 

負債純増差額の 変更も同様であ る。 

海 外 勘 定 

これまでの取引のうち ，海外とのそれを ，経 

常取引，資本取引，金融取引に 類別して，三つ 

の勘定にしたものであ る。 新しいバランス 項目 

たる対外経常取引の 余剰は，経常取引勘定と 資 

木 取引勘定が分割されたことにより 必要になっ 

た項目であ る。 

金融取引勘定には 金融資産のいろいろなアイ 

テムがあ がっている。 「通貨性預金」とは 当座 

預金，普通預金のような 流動性の高い 預金，い 

わゆる要求 払 預金，預金通貨のことであ る。 「そ 

の他の預金」とは ，比較的流動性の 低い，定期 

性預金，等であ る。 「金融資産としての 金 」は， 

工業用以覚の 目的で保有される 金のことで， 財 

への請求権 ，海外への請求権 となり得るもので 

あ る。 

以上で， SEC の統合勘定体系をひととおり 見 

たことになる。 最後に， この基準に則して ， 毎 

年 かなり大部の EC 国民経済計算統計が ョ一 ロ 

ッ " 共同体統計局の 手でまとめられ ，各国語で 

刊行されていることをつけ 加えておこう。 
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